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（
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を
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○
企
業
管
理
規
程

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
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規

則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
八
号

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
口
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
別
表
第
一
の
一
の
表
四
の
項
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
の
一
の
表
三
の
項
第
一
号
イ
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
七
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
を
「
第
十
条

第
一
項
第
一
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号

ニ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十

条
第
一
項
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚓

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
業
務
は
、
豚
熱
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
に
行
う

野
生
動
物
（
イ
ノ
シ
シ
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
死
体
の
運
搬
若
し
く
は
埋
却

又
は
野
生
動
物
の
捕
獲
を
し
た
場
所
等
の
消
毒
の
業
務
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

企

業

局

山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
七
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

小

松

一

彦

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

山
口
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
口
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
十
三
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

島
田
川
工
業
用
水
道

第
十
六
条
第
二
号
中
「
末
武
川
工
業
用
水
道
」
を
「
島
田
川
工
業
用
水
道
、
末
武
川
工
業
用
水
道
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
二
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
三
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
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年
三
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十
七
日
発
行

発
行
人
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